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議案第１９７号参考資料

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案新旧対

照表

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第６５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

機関 事 務 機関 事 務

（略） （略）

４ 市長 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第２項に
規定する小児慢性特定疾病児童等（以下「小児慢性特定疾病児
童等」という。）に対する日常生活用具の給付に関する事務で
あって規則で定めるもの

５ 市長 （略） ４ 市長 （略）

６ 市長 ５ 市長

７ 市長 ６ 市長

８ 市長 ７ 市長

９ 教育 ８ 教育
委員会 委員会

１０ 教 ９ 教
育委員 育委員
会 会

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）
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機関 事務 特定個人情報 機関 事務 特定個人情報

（略） （略）

９ 市長 児童福祉法 （略） ９ 市長 児童福祉法（昭和２ （略）
２年法律第１６４号

による障害児通所 ）による障害児通所
給付費、特例障害児 給付費、特例障害児
通所給付費若しくは 通所給付費若しくは
高額障害児通所給付 高額障害児通所給付
費の支給又は障害福 費の支給又は障害福
祉サービスの提供に 祉サービスの提供に
関する事務であって 関する事務であって
規則で定めるもの 規則で定めるもの

（略） （略）

１７ 市 川口市重度心身障害 地方税関係情報、生活保護関係情報、 １７ 市 川口市重度心身障害 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 者医療費の助成に関 準生活保護関係情報、中国残留邦人等 長 者医療費の助成に関 準生活保護関係情報、中国残留邦人等

する条例による受給 支援給付関係情報、障害者関係情報、 する条例による受給 支援給付関係情報、障害者関係情報
資格の登録及び医療 障害者の日常生活及び社会生活を総合 資格の登録及び医療
費助成金の支給に関 的に支援するための法律による自立支 費助成金の支給に関
する事務であって規 援給付の支給に関する情報、子ども医 する事務であって規 、子ども医
則で定めるもの 療費関係情報、ひとり親家庭等医療費 則で定めるもの 療費関係情報、ひとり親家庭等医療費

関係情報、国民健康保険給付関係情報、 関係情報、国民健康保険給付関係情報、
後期高齢者医療保険給付関係情報又は 後期高齢者医療保険給付関係情報又は
住登外者宛名情報であって規則で定め 住登外者宛名情報であって規則で定め
るもの るもの

１８ 市 小児慢性特定疾病児 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 童等に対する日常生 準生活保護関係情報、中国残留邦人等

活用具の給付に関す 支援給付関係情報、地域生活支援事業
る事務であって規則 関係情報又は児童福祉法による小児慢
で定めるもの 性特定疾病医療費の支給に関する情報

であって規則で定めるもの

１９ 市 （略） １８ 市 （略）
長 長

２０ 市 １９ 市
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長 長

２１ 市 ２０ 市
長 長

２２ 市 ２１ 市
長 長

２３ 市 ２２ 市
長 長

２４ 市 ２３ 市
長 長

２５ 市 子ども・子育て支援 （略） ２４ 市 子ども・子育て支援 （略）
長 法（平成２４年法律 長 法（平成２４年法律

第６５号）による妊 第６５号）による妊
婦のための支援給付、 婦のための支援給付、
子どものための教育 子どものための教育
・保育給付、子育て ・保育給付若しくは
のための施設等利用 子育てのための施設
給付若しくは乳児等 等利用給付
のための支援給付の の
支給又は地域子ども 支給又は地域子ども
・子育て支援事業の ・子育て支援事業の
実施に関する事務で 実施に関する事務で
あって規則で定める あって規則で定める
もの もの

２６ 市 （略） ２５ 市 （略）
長 長

２７ 市 ２６ 市
長 長

２８ 市 ２７ 市
長 長

２９ 市 ２８ 市
長 長
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３０ 市 ２９ 市
長 長

３１ 市 ３０ 市
長 長

３２ 市 ３１ 市
長 長

３３ 市 ３２ 市
長 長

３４ 市 ３３ 市
長 長

３５ 市 ３４ 市
長 長

３６ 市 ３５ 市
長 長

３７ 教 ３６ 教
育委員 育委員
会 会

３８ 教 ３７ 教
育委員 育委員
会 会

３９ 教 ３８ 教
育委員 育委員
会 会

備考 （略） 備考 （略）
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議案第１９８号参考資料

川口駅東口地下公共駐車場条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口駅東口地下公共駐車場条例（平成１７年条例第６６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（使用料） （使用料）

第５条 駐車場の駐車料金（以下「使用料」という。）は、次のとおりとする。 第５条 駐車場の駐車料金（以下「使用料」という。）は、次のとおりとする。

(1) 供用時間内 駐車時間１０分までごとに１００円。ただし、平日（土曜日、 (1) 供用時間内 駐車時間１５分までごとに１００円。ただし、平日（土曜日、

日曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規 日曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日をいう。以下同じ。）以外の日をいう。）にあっては２，２００円 定する休日をいう。以下同じ。）以外の日をいう。）にあっては１，５００円

を、土曜日、日曜日及び休日にあっては３，０００円を上限とする。 を、土曜日、日曜日及び休日にあっては２，０００円を上限とする。

(2) 供用時間外 １，２００円 (2) 供用時間外 １，０００円

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

種 類 金 額 種 類 金 額

全日定期駐車券 １月につき１台 ２５，１００円 全日定期駐車券 １月につき１台 ２０，９００円

平日定期駐車券 １月（土曜日、日曜日及び休日を除く。）につき１台 平日定期駐車券 １月（土曜日、日曜日及び休日を除く。）につき１台
１６，９００円 １４，１００円
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議案第１９９号参考資料

川口駅西口地下公共駐車場条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口駅西口地下公共駐車場条例（平成３年条例第１７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（使用料） （使用料）

第５条 駐車場の駐車料金（以下「使用料」という。）は、次の各号に掲げる区分 第５条 駐車場の駐車料金（以下「使用料」という。）は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 供用時間内 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定めるとお (1) 供用時間内 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定めるとお

りとする。 りとする。

ア 省令別表第１に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二 ア 省令別表第１に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二

輪自動車（側車付二輪自動車を除く。以下同じ。）以外のもの（以下「四輪 輪自動車（側車付二輪自動車を除く。以下同じ。）以外のもの（以下「四輪

自動車等」という。） 駐車時間１０分までごとに１００円。ただし、平日 自動車等」という。） 駐車時間１５分までごとに１００円。ただし、平日

（土曜日、日曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１ （土曜日、日曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日をいう。以下同じ。）以外の日をいう。）にあって ７８号）に規定する休日をいう。以下同じ。）以外の日をいう。）にあって

は２，２００円を、土曜日、日曜日及び休日にあっては３，０００円を上限 は１，５００円を、土曜日、日曜日及び休日にあっては２，０００円を上限

とする。 とする。

イ 二輪自動車 １日１回ごとに７００円 イ 二輪自動車 １日１回ごとに５００円

(2) 供用時間外 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定めるとお (2) 供用時間外 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定めるとお

りとする。 りとする。

ア 四輪自動車等 １，２００円 ア 四輪自動車等 １，０００円

イ （略） イ （略）

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

１ 四輪自動車等 １ 四輪自動車等

種 類 金 額 種 類 金 額

全日定期駐車券 １月につき１台 ２５，１００円 全日定期駐車券 １月につき１台 ２０，９００円
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平日定期駐車券 １月（土曜日、日曜日及び休日を除く。）につき１台 平日定期駐車券 １月（土曜日、日曜日及び休日を除く。）につき１台
１６，９００円 １４，１００円

２ 二輪自動車 ２ 二輪自動車

種 類 金 額 種 類 金 額

全日定期駐車券 １月につき１台 １２，５００円 全日定期駐車券 １月につき１台 １０，４７０円
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議案第２００号参考資料

川口市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（公示送達） （公示送達）

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２項に規定 第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、

する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２

９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定す

る方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとと

もに、公示事項が記載された書面を市役所前掲示場に掲示し、又は公示事項を市 市役所前掲示場に掲示して行う

の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができ

る状態に置く措置をとることによってするものとする。 ものとする。

（納税証明事項） （納税証明事項）

第１８条の３ 施行規則 第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則

第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和２６年 」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和２６年

法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自 法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自

動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合にお 動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合にお

いてその旨とする。 いてその旨とする。

（所得控除） （所得控除）

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいずれかに掲 第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいずれかに掲

げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第１１項までの規定によ げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第１１項までの規定によ

り雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、 り雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控 生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控

除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定 除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額

親族特別控除額を、前年の合計所得金額が２５，０００，０００円以下である所 を、前年の合計所得金額が２５，０００，０００円以下である所
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得割の納税義務者については同条第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎 得割の納税義務者については同条第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎

控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金 控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金

額又は山林所得金額から控除する。 額又は山林所得金額から控除する。

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第３４条の６ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項第１号及 第３４条の６ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項第１号及

び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金 を支出した場合には、 び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合には、

同項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２ 同項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２

項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金 項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金

額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。）をそ 額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。）をそ

の者の第３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するも の者の第３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するも

のとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当 のとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当

該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 所得税法第７８条第２項第４号に掲げる寄附金のうち、公益信託に関する法 (2) 所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされる金銭のうち、

律（令和６年法律第３０号）第６条又は附則第４条第１項の規定により埼玉県 埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う同項に

知事の認可を受けた同法第２条第１項第１号に規定する公益信託（市民の福祉 規定する特定公益信託（市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定め

の増進に寄与するものとして、規則で定めるものに限る。）の信託財産とする るものに限る。）の信託財産とするために支出したもの

ために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金

２ （略） ２ （略）

（市民税の申告） （市民税の申告）

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、施行規則 第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、施行規則

第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、 第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、

法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等 法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等

支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金 支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に 等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有 係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有

しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。 しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。

）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労 ）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労
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学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９， 学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９，

０００，０００円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号 ０００，０００円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０ の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０

００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るもの ００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。）、同条第４項 に規定する扶養控除額若しくは特定 を除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額

親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第

３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前

年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを除

く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第 の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若 ３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の６の規定により控除すべき金額（ しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の６の規定により控除すべき金額（

以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとするも 以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」とい のを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」とい

う。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄 う。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄

の（２）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 の（２）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。

２～９ （略） ２～９ （略）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書 第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）で を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）で

市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する 市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する

給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に 給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ 給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければ

ならない。 ならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族 の氏名

(4) （略） (4) （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書）
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第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申 第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年 告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年

金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項に 金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得 おいて「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得

割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに限る。 割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに限る。

）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手 ）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手

当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計 当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号において 所得金額が９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号において

同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職 同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職

手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所 手当等に係る所得を有する者に限る。）

得を有する者であって、合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。

）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住 を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６ 所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６

第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者 第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者

」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規 」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等 則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等

支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族 の氏名

(4) （略） (4) （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

附 則

（公益法人等に係る市民税の課税の特例）

第５条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後段（同条第６項から第１

０項まで及び第１１項（同条第１２項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定の適用を

受けた同法第４０条第３項に規定する公益法人等（同条第６項から第１１項まで

の規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。）を同条第
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３項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第３条の２の３で

定めるところにより、これに同項に規定する財産（同法第４０条第６項から第１

１項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。）に係る

山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課す

る。

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略）

２～１４ （略） ２～１４ （略）

１５ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 １５ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。

１６ 法附則第１５条第４０項第１号に掲げる施設について同項に規定する条例で １６ 法附則第１５条第４１項第１号に掲げる施設について同項に規定する条例で

定める割合は、３分の１とする。 定める割合は、３分の１とする。

１７ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 １７ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。

１８・１９ （略） １８・１９ （略）

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例）

第１７条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９５条の２第１項の売渡し又は同条

第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行われ

た加熱式たばこ（第９５条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９６条の２

の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）

に係る第９７条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわらず、

当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した

紙巻たばこ（第９５条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項

において同じ。）の本数によるものとする。

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を原料

の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式

たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条

の４の２に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供され

るものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則附

則第８条の４の３に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第
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３項までにおいて同じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算

する方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未

満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本

に換算する方法

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．２グ

ラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの

品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱

式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受け

るもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙

巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たば

この品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとする。

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に０．

１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９６条の２の規定により製造たばこと

みなされるものに限る。）のうち次に掲げるものについては、同号ただし書の規

定は、適用しない。

(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９６条の２の規定により製造たばこ

とみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条

の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であって当該加熱式たば

このみの品目のもの

（読替規定） （読替規定）

第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１３項から第１５項まで、第２４項、第 第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１３項から第１５項まで、第２４項、第

３３項、第３７項若しくは第４１項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第 ３４項、第３８項若しくは第４２項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条第２項中「 ６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条第２項中「

又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条 又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条
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の３まで若しくは第６３条」とする。 の３まで若しくは第６３条」とする。
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議案第２０１号参考資料

川口市立アートギャラリー設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立アートギャラリー設置及び管理条例（平成１７年条例第６７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（委任） （委任）

第２１条 この条例の施行 に関し必要な事項は、 第２１条 この条例に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、

規則で定める。 規則で定める。

別表第２（第１６条関係） 別表第２（第１６条関係）

利用料金（１日当たり） 利用料金（１日当たり）
施 設 区 分 施 設 区 分

市民等 市民等以外の者又は団体 市民等 市民等以外の者又は団体

展示室Ａ １１，８００円 １７，７００円 展示室Ａ １０，４７０円 １５，７００円

展示室Ｂ １１，８００円 １７，７００円 展示室Ｂ １０，４７０円 １５，７００円

スタジオ ２３，６００円 ３５，５００円 スタジオ ２０，９００円 ３１，４００円

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２０２号参考資料

川口総合文化センター設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口総合文化センター設置及び管理条例（平成元年条例第４８号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用の期間） （利用の期間）

第８条 メインホール等及び駐車場を引き続き利用することができる期間は、規則 第８条 メインホール等 を引き続き利用することができる期間は、規則

で定める。 で定める。

別表（第１７条関係） 別表（第１７条関係）

１～６ （略） １～６ （略）

７ 駐車場の利用料金 ７ 駐車場の利用料金

利 用 区 分 金 額 利 用 区 分 金 額

利用時間内 駐車時間３０分までごとに３００円。ただし、平日に 利用時間内 駐車時間３０分までごとに２００円。ただし、平日に
あっては２，２００円を、土曜日、日曜日及び休日に あっては１，５００円を、土曜日、日曜日及び休日に
あっては３，０００円を上限とする。 あっては２，０００円を上限とする。

利用時間外 １，２００円 利用時間外 １，０００円

（略） （略）

備考 備考

１～８ （略） １～８ （略）

９ 指定管理者は、センターの利用の増進その他第１条に規定する目的を達 ９ 指定管理者は、センターの利用の増進その他第１条に規定する目的を達

成するために特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、駐車場 成するために特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、駐車場

のうち特定の場所を特定のものに利用させることができる。この場合にお のうち特定の場所を特定のものに利用させることができる。この場合にお

ける利用料金の額は、１月当たり２７，７００円を超えない範囲内で市長 ける利用料金の額は、１月当たり２３，１００円を超えない範囲内で市長

の承認を得て指定管理者が定める額とする。 の承認を得て指定管理者が定める額とする。
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議案第２０３号参考資料

川口市立芝市民ホール設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立芝市民ホール設置及び管理条例（平成元年条例第５４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係）

１ ホールの使用料 １ ホールの使用料

時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日
９時～正 １時～４ ５時30分 午前９時 ９時～正 １時～４ ５時30分 午前９時
午 時30分 ～９時 ～午後９ 午 時30分 ～９時 ～午後９

利用区分 時 利用区分 時

入場料又はこ 円 円 円 円 入場料又はこ 円 円 円 円
れに類するも 平 日 6,930 13,800 17,300 34,600 れに類するも 平 日 4,620 9,240 11,500 23,100
のを徴収しな のを徴収しな
い場合 土 曜 ・ 日 曜 ・ 休 日 9,070 17,900 22,600 45,000 い場合 土 曜 ・ 日 曜 ・ 休 日 6,050 11,900 15,000 30,000

入場料又はこ
入場料等の最高額が 8,250 16,600 20,700 41,500

入場料又はこ
入場料等の最高額が 5,500 11,100 13,800 27,700

れに類するも
平 ５００円以下のとき

れに類するも
平 ５００円以下のとき

のを徴収する のを徴収する
場合

入場料等の最高額が 10,390 20,700 26,000 51,900
場合

入場料等の最高額が 6,930 13,800 17,300 34,600
1,000円以下のとき 1,000円以下のとき

日 入場料等の最高額が 13,800 27,700 34,600 69,300 日 入場料等の最高額が 9,240 18,400 23,100 46,200
1,000円を超えるとき 1,000円を超えるとき

土 入場料等の最高額が 10,890 21,600 27,000 54,100 土 入場料等の最高額が 7,260 14,400 18,000 36,000
曜 ５００円以下のとき 曜 ５００円以下のとき
・ ・
日 入場料等の最高額が 13,500 27,000 33,800 67,600 日 入場料等の最高額が 9,020 18,000 22,500 45,100
曜 1,000円以下のとき 曜 1,000円以下のとき
・ ・
休 入場料等の最高額が 17,900 35,900 45,000 90,000 休 入場料等の最高額が 11,900 23,900 30,000 60,000
日 1,000円を超えるとき 日 1,000円を超えるとき

２ 会議室等の使用料 ２ 会議室等の使用料
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時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日
９時～正 １時～４ ５時30分 午前９時 ９時～正 １時～４ ５時30分 午前９時
午 時30分 ～９時 ～午後９ 午 時30分 ～９時 ～午後９

利用区分 時 利用区分 時

円 円 円 円 円 円 円 円
大 会 議 室 1,650 3,300 4,950 9,000 大 会 議 室 1,100 2,200 3,300 6,000

中 会 議 室 820 1,650 2,470 4,500 中 会 議 室 550 1,100 1,650 3,000

小 会 議 室 660 1,320 1,980 3,610 小 会 議 室 440 880 1,320 2,400

控室（１号、２号）各室とも 330 330 330 900 控室（１号、２号）各室とも 220 220 220 600

控室（３号、４号）各室とも 160 160 160 460 控室（３号、４号）各室とも 110 110 110 300

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２０４号参考資料

川口市立鳩ヶ谷駅市民センター設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立鳩ヶ谷駅市民センター設置及び管理条例（平成２３年条例第６１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係）

１ 多目的ホールの使用料 １ 多目的ホールの使用料

時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日
９時～正 １時～４ ５時３０ 午前９時 ９時～正 １時～４ ５時３０ 午前９時
午 時３０分 分～９時 ～午後９ 午 時３０分 分～９時 ～午後９

利用区分 ３０分 時３０分 利用区分 ３０分 時３０分

平日 営利を 入場料又はこれ 円 円 円 円 平日 営利を 入場料又はこれ 円 円 円 円
目的と に類するもの（ 2,510 5,020 6,280 12,500 目的と に類するもの（ 1,670 3,350 4,190 8,380
しない 以下「入場料等 しない 以下「入場料等
場合 」という。）を 場合 」という。）を

徴収しないとき 徴収しないとき｡

入場料 入場料 3,260 6,530 8,170 16,300 入場料 入場料 2,170 4,350 5,440 10,890
等を徴 等の最 等を徴 等の最
収する 高額が 収する 高額が
とき 1,000 とき。 1,000

円以下 円以下
のとき のとき｡

入場料 3,770 7,540 9,420 18,800 入場料 2,510 5,020 6,280 12,500
等の最 等の最
高額が 高額が
1,000 1,000
円を超 円を超
えると えると
き き。

営利を目的とする場合 3,770 7,540 9,420 18,800 営利を目的とする場合 2,510 5,020 6,280 12,500

土曜 営利を 入場料等を徴収 3,260 6,530 8,170 16,300 土曜 営利を 入場料等を徴収 2,170 4,350 5,440 10,890
日・ 目的と しないとき 日・ 目的と しないとき。

-19-



日曜 しない 日曜 しない
日・ 場合 入場料 入場料 4,250 8,490 10,620 21,200 日・ 場合 入場料 入場料 2,830 5,660 7,080 14,100
休日 等を徴 等の最 休日 等を徴 等の最

収する 高額が 収する 高額が
とき 1,000 とき。 1,000

円以下 円以下
のとき のとき｡

入場料 4,900 9,800 12,200 24,500 入場料 3,260 6,530 8,170 16,300
等の最 等の最
高額が 高額が
1,000 1,000
円を超 円を超
えると えると
き き。

営利を目的とする場合 4,900 9,800 12,200 24,500 営利を目的とする場合 3,260 6,530 8,170 16,300

２ 会議室の使用料 ２ 会議室の使用料

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２０６号参考資料

川口市鳩ヶ谷コミュニティセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市鳩ヶ谷コミュニティセンター設置及び管理条例（平成２３年条例第６３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係）

時間区分 午 前 午 後 夜 間 時間区分 午 前 午 後 夜 間

利用区分 ９時～正午 １時～５時 ５時～９時 利用区分 ９時～正午 １時～５時 ５時～９時

円 円 円 円 円 円
第１会議室 ６２０ ７８０ ９４０ 第１会議室 ４１０ ５２０ ６２０

第２会議室 ３１０ ４７０ ６２０ 第２会議室 ２１０ ３１０ ４１０

第３会議室 ３１０ ４７０ ６２０ 第３会議室 ２１０ ３１０ ４１０

和室 ４７０ ６２０ ７８０ 和室 ３１０ ４１０ ５２０

料理実習室 ４７０ ６２０ ７８０ 料理実習室 ３１０ ４１０ ５２０

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２０７号参考資料

川口市鳩ヶ谷集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市鳩ヶ谷集会所設置及び管理条例（平成２３年条例第６４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係）

時間区分 午 前 午 後 夜 間 時間区分 午 前 午 後 夜 間

利用区分 ９時～正午 １時～５時 ５時～９時 利用区分 ９時～正午 １時～５時 ５時～９時

円 円 円 円 円 円
集会室 ４７０ ６２０ ７８０ 集会室 ３１０ ４１０ ５２０

小集会室 ３１０ ４７０ ６２０ 小集会室 ２１０ ３１０ ４１０

備考 （略） 備考 （略）

-22-



議案第２０８号参考資料

川口市自転車駐車場条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市自転車駐車場条例（昭和５９年条例第１０号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

名 称 位 置 名 称 位 置

（略） （略）

西 川 口 自 転 車 駐 車 場 （略） 西 川 口 自 転 車 駐 車 場 （略）

並 木 自 転 車 駐 車 場 川口市並木２丁目地内 （略）

（略）

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１２条関係）

使用料（１台につき） 使用料（１台につき）

項 利用する駐車場 利用区分 項 利用する駐車場 利用区分

市内居住者 市外居住者 市内居住者 市外居住者

（略） （略）

４ 並木自転車駐車場 一 時 利 用 １回 １６０円 １回 １６０円

５ （略） ４ （略）

備考 備考

１・２ （略） １・２ （略）

３ 並木自転車駐車場の一時利用のうち利用時間が１時間以内のものは、無

料とする。

４・５ （略） ３・４ （略）
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○ 川口市自転車駐車場条例（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 一時利用 規則で定める駐車場の供用時間（供用時間を終日とする駐車場に (3) 一時利用 規則で定める駐車場の供用時間（供用時間を終日とする駐車場に

あっては、午前０時から午後１２時までの間）の範囲内で１回を単位とする駐 あっては、午前０時から午後１２時までの間）の範囲内で１回を単位とする駐

車場の利用又は時間を単位とする駐車場の利用をいう。 車場の利用 をいう。

（利用の許可及び登録） （利用の許可及び登録）

第６条 市長は、前条の規定による申請（次項において「申請」という。）があっ 第６条 市長は、前条の規定による申請 があっ

たときは、定期利用の許可（以下この条、次条及び第９条において「利用の許可 たときは、定期利用の許可（以下この条、次条及び第９条において「利用の許可

」という。）の可否を決定するとともに、当該利用の許可を受けた者についてそ 」という。）の可否を決定するとともに、当該利用の許可を受けた者についてそ

の旨の登録をするものとする。 の旨の登録をするものとする。この場合において、申請した者の数が駐車場の駐

車可能台数を超えるときは、抽選の方法により決定するものとする。

２ 利用の許可の可否の決定は、当該利用の許可に係る申請のあった順序により行

う。ただし、市長が必要と認めるときは、抽選の方法により行うことができる。

（利用の許可及び登録の有効期間） （利用の許可及び登録の有効期間）

第７条 利用の許可及び前条第１項の登録（以下「登録」という。）の有効期間は、 第７条 利用の許可及び前条 の登録（以下「登録」という。）の有効期間は、

１年を限度とする。 １年を限度とする。

（使用料） （使用料）

第１２条 第６条第１項の規定により定期利用の許可を受けた者及び第１０条の規 第１２条 第６条 の規定により定期利用の許可を受けた者及び第１０条の規

定により一時利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、次の各号に 定により一時利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。 掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。
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(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

名 称 位 置 名 称 位 置

（略） （略）

川口駅東口地下自転車駐車場 （略） 川口駅東口地下自転車駐車場 （略）

川口駅東口第１自転車駐車場 川口市栄町３丁目地内

川口駅東口第２自転車駐車場 川口市栄町３丁目地内

幸 町 自 転 車 駐 車 場 （略） 幸 町 自 転 車 駐 車 場 （略）

川口駅西口自転車駐車場 川口市川口２丁目地内 （略）

（略）

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１２条関係）

使用料（１台につき） 使用料（１台につき）

項 利用する駐車場 利用区分 項 利用する駐車場 利用区分

市内居住者 市外居住者 市内居住者 市外居住者

（略） （略）

川口駅東口第１自転車駐車場 一 時 利 用 最初の１時間まで無 最初の１時間まで無

３ 川口駅東口第２自転車駐車場 料、以後３時間まで 料、以後３時間まで

ごとに１１０円 ごとに１１０円

４ （略） ３ （略）

川口駅西口自転車駐車場 一 時 利 用 最初の３時間まで無 最初の３時間まで無

５ 料、以後１２時間ま 料、以後１２時間ま

でごとに１５０円 でごとに１５０円

６ （略） ４

７ ５
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備考 （略） 備考 （略）
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○ 川口市自転車駐車場条例（第３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用の制限） （利用の制限）

第４条 原動機付自転車を利用する者については、別表第１に掲げる駐車場のうち 第４条 原動機付自転車を利用する者については、別表第１に掲げる駐車場のうち

次に掲げるものに限り利用することができる。 規則で定める駐車場における規則で定める利用区分（定期利用又は一時利用の区

(1) 栄町自転車駐車場 分をいう。）に限り利用できる。

(2) 東川口自転車駐車場

(3) 鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場

(4) 南鳩ヶ谷駅自転車駐車場

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

名 称 位 置 名 称 位 置

（略） （略）

西 川 口 自 転 車 駐 車 場 川口市西川口１丁目地内

（略）

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１２条関係）

使用料（１台につき） 使用料（１台につき）

項 利用する駐車場 利用区分 項 利用する駐車場 利用区分

市内居住者 市外居住者 市内居住者 市外居住者

栄町自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ２，７５０円 月額 ４，１２０円 栄町自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ２，２００円 月額 ３，３００円

西川口自転車駐車場

一 時 利 用 １回 １６０円 １回 １６０円 戸塚自転車駐車場 一 時 利 用 １回 １１０円 １回 １１０円

１ １ 東川口自転車駐車場

川口元郷地下自転車駐車場

新井宿地下自転車駐車場
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東川口地下自転車駐車場

鳩ヶ谷駅第１自転車駐車場

川口駅東口地下自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ３，３００円 月額 ４，９５０円 川口駅東口地下自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ２，７５０円 月額 ４，１２０円

２ 川口自転車駐車場 ２ 川口自転車駐車場

一 時 利 用 １回 ２１０円 １回 ２１０円 一 時 利 用 １回 １６０円 １回 １６０円

（略） （略）

戸塚自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ２，２００円 月額 ３，３００円 鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場 定 期 利 用 月額 １，６８０円 月額 ２，５１０円
東川口自転車駐車場 ７ 南鳩ヶ谷駅自転車駐車場

川口元郷地下自転車駐車場 一 時 利 用 １回 １１０円 １回 １１０円 一 時 利 用 １回 １１０円 １回 １１０円

７ 新井宿地下自転車駐車場

東川口地下自転車駐車場

鳩ヶ谷駅第１自転車駐車場

鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場

南鳩ヶ谷駅自転車駐車場

備考 （略） 備考 （略）

別表第３（第１２条関係） 別表第３（第１２条関係）

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２１０号参考資料

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照

表

○ 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第７２号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第 第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０各

１項各号に掲げる行為その他利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をして 号 に掲げる行為その他利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 はならない。

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断）

第１７条 （略） 第１７条 （略）

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康 ２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児

診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１ 又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診断

３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「

健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同 が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に

表の右欄に掲げる 健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同 対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利

欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、 用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、

家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等 の 家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の

結果を把握しなければならない。 結果を把握しなければならない。

児童相談所等における乳児又 利用乳幼児に対する利用開始時の健康
は幼児（以下「乳幼児」とい 診断
う。）の利用開始前の健康診
断

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康診
断又は臨時の健康診断
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３・４ （略） ３・４ （略）
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○ 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第５８号）（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第１１条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第３３条の１０第１項 第１１条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第３３条の１０各号

各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはなら に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 ない。

（入所した者及び職員の健康診断） （入所した者及び職員の健康診断）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診 ２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診

断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３ 断が

条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健

康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表 行われた場合であって、当該健康診断 がそれぞれ同表

の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に

掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児 掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児

童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなけ 童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果 を把握しなけ

ればならない。 ればならない。

（略） （略）

乳幼児に対する健康診査 入所した乳幼児に対する入所時の健康
診断、定期の健康診断又は臨時の健康
診断

３・４ （略） ３・４ （略）
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議案第２１１号参考資料

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第７１号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 ころによる。

(1) ～(30) （略） (1) ～(30) （略）

(31) 特定地域型保育事業 法第４３条第４項に規定する特定地域型保育事業を (31) 特定地域型保育事業 法第４３条第２項に規定する特定地域型保育事業を

いう。 いう。

(32) （略） (32) （略）

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童 第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童

福祉法第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保 福祉法第３３条の１０各号

育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である

特定教育・保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項において準用す

る認定こども園法第２７条の２第１項各号）に掲げる行為その他当該教育・保育 に掲げる行為その他当該教育・保育

給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
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〇 川口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第７４号）（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第３３条の１０ 第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第３３条の１０

第１項各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしては 各号 に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。 ならない。
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〇 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第５９号）（第３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設備運営基準の目的） （設備運営基準の目的）

第３条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児（法第１４条第７項に規 第３条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児（法第１４条第６項に規

定する園児をいう。以下同じ。）が、明るくて、衛生的な環境において、素養が 定する園児をいう。以下同じ。）が、明るくて、衛生的な環境において、素養が

あり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やか あり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やか

に育成されることを保障するものとする。 に育成されることを保障するものとする。

（虐待等の禁止）

第４条の２ 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、法第２７条の２第１

項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。

（学校教育法施行規則の準用） （学校教育法施行規則の準用）

第１３条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５４条の規定は、 第１３条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５４条の規定は、

幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が 幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が

」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関 」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第１４条第７項に規定する園児（以下この条において「園児」という。 する法律第１４条第６項に規定する園児（以下この条において「園児」という。

）が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。 ）が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用） （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用）

第１４条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、 第１４条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、

第５条第１項、第２項、第４項、第５項及び第７項、第６条、第８条、第１０条、 第５条第１項、第２項、第４項、第５項及び第７項、第６条、第８条、第１０条

第１２条 、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第１８条、第１９条、 から第１２条まで、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第１８条、第１９条、

第３３条第７号、第３４条（後段を除く。）並びに第３８条の規定は、幼保連携 第３３条第７号、第３４条（後段を除く。）並びに第３８条の規定は、幼保連携

型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同 型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替える 条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替える
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ものとする。 ものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

（略） （略）

第５条第１項 入所している者 就学前の子どもに関する教 第５条第１項 入所している者 就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供 育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第１４ の推進に関する法律第１４
条第７項に規定する園児（ 条第６項に規定する園児（
以下「園児」という。） 以下「園児」という。）

（略） （略）

第１１条 入所中の児童 園児

当該児童 当該園児

（略）

２ 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第９条の規定は、 ２ 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第９条の規定は、

幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、 幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、

同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員について 同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員について

は「他の学校又は社会福祉施設の職員として兼ねさせる」と、設備については「 は「他の学校又は社会福祉施設の職員として兼ねさせる」と、設備については「

他の学校、社会福祉施設等の設備として兼ねさせる」と、「設備及び職員」とあ 他の学校、社会福祉施設等の設備として兼ねさせる」と、「設備及び職員」とあ

るのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第１項中「 るのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第１項中「

他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営

上必要と認められる場合は」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「 上必要と認められる場合は」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「

職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とある 職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とある

のは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学 のは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学

校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入所している者の居室及び各施設に特 校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入所している者の居室及び各施設に特

有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員につ 有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員につ

いては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法 いては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第１４条第７項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備について 律第１４条第６項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備について

は「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、便所、調乳室又は沐浴室」と、「保育 は「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、便所、調乳室又は沐浴室」と、「保育
もく もく

所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の 所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の
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職員として兼ねさせる場合であって」と、設備については「他の社会福祉施設の 職員として兼ねさせる場合であって」と、設備については「他の社会福祉施設の

設備として兼ねさせる場合であって」と読み替えるものとする。 設備として兼ねさせる場合であって」と読み替えるものとする。
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〇 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成３１年条例第２０号）（第４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用） （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用）

第１９条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、 第１９条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、

第５条第１項、第２項、第４項及び第５項、第６条（第２項ただし書を除く。）、 第５条第１項、第２項、第４項及び第５項、第６条（第２項ただし書を除く。）、

第１０条、第１１条、第１４条（第１項及び第４項ただし書を除く。）、第１５ 第１０条、第１１条、第１４条（第１項及び第４項ただし書を除く。）、第１５

条第１項及び第４項、第１８条、第１９条第１項及び第２項、第３３条第７号並 条第１項及び第４項、第１８条、第１９条第１項及び第２項、第３３条第７号並

びに第３８条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、次 びに第３８条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲 の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

（略） （略）

第１１条 入所中の児童 園児 第１１条 入所中の児童 園児

第３３条の１０第１項各 第３３条の１０第１項各号 当該児童 当該園児
号 （幼稚園型認定こども園の

職員にあっては、学校教育 （略）
法第２８条第２項において
準用する就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法
律第２７条の２第１項各号
）

当該児童 当該園児

（略）

２ （略） ２ （略）
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〇 川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年条例第４６号）（第５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０ 第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０

第１項各号に掲げる行為その他利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をし 各号 に掲げる行為その他利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 てはならない。
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議案第２１２号参考資料

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年条例第４３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（健康管理） （健康管理）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

２ 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に ２ 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に

掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２ 掲げる健康診断が

条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項

において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等が 行われた場合であって、当該健康診断 が

それぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められると それぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められると

きは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合 きは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合

において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等 において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の

の結果を把握しなければならない。 結果 を把握しなければならない。

（略） （略）

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障害児に対する通所開始時の健
康診断、定期の健康診断又は臨時の健康
診断

３ （略） ３ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５９条 児童発達支援に係る法第２１条の５の４第１項第２号に規定する基準該 第５９条 児童発達支援に係る法第２１条の５の４第１項第２号に規定する基準該

当通所支援（以下「基準該当児童発達支援」という。）の事業を行う者（以下「 当通所支援（以下「基準該当児童発達支援」という。）の事業を行う者（以下「

基準該当児童発達支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準 基準該当児童発達支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準

該当児童発達支援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のと 該当児童発達支援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のと

おりとする。 おりとする。
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(1) 児童指導員又は保育士（法第１８条の２７第１項に規定する認定地方公共団 (1) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援

体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域内又は児童福祉法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第２９号。以下この号において「改正法」という。

）附則第１２条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成２５年法律第

１０７号。以下この号において「施行日前国家戦略特別区域法」という。）第

１２条の５第３項に規定する事業実施区域であった区域（以下「事業実施区域

」という。）内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては、保育士、当該

認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（

以下「地域限定保育士」という。）又は当該事業実施区域に係る改正法附則第

１５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦

略特別区域法第１２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士（以

下「国家戦略特別区域限定保育士」という。）。以下この号において同じ。）

基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該 の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該

基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次の 基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次の

ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上 ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上

ア・イ （略） ア・イ （略）

(2) （略） (2) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第８５条 放課後等デイサービスに係る法第２１条の５の４第１項第２号に規定す 第８５条 放課後等デイサービスに係る法第２１条の５の４第１項第２号に規定す

る基準該当通所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」という。）の事業 る基準該当通所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」という。）の事業

を行う者（以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。）が当該事業 を行う者（以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。）に置く を行う事業所（以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。）に置く

べき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 べき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 児童指導員又は保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にあ (1) 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービス

る基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士、当該認定地方公

共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別

区域限定保育士。以下この号において同じ。） 基準該当放課後等デイサービ

スの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイ の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイ
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サービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次のア又はイに掲 サービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次のア又はイに掲

げる障害児の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上 げる障害児の数の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上

ア・イ （略） ア・イ （略）

(2) （略） (2) （略）

２ （略） ２ （略）
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議案第２１３号参考資料

川口市障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市障害者福祉手当支給条例（昭和４５年条例第１７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（受給資格等） （受給資格等）

第３条 手当の支給を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）は、 第３条 手当の支給を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）は、

障害者のうち次に掲げる要件を備えている者でなければならない。 障害者のうち次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 障害者となった年齢が６５歳未満であること。

(3) ・(4) （略） (2) ・(3) （略）

２ （略） ２ （略）

（手当の額及び支給期間） （手当の額及び支給期間）

第５条 手当の額は、別表のとおりとする。ただし、手当の支給を受ける者が６５ 第５条 手当の額は、別表のとおりとする。

歳以上の者である場合にあっては、市長が別に定める場合を除き、当該者が６５

歳に達する日の前日において該当していた同表に掲げる受給対象者の区分に応じ

て同表に定める額とする。

２ （略） ２ （略）
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議案第２１４号参考資料

川口市いじめを防止するためのまちづくり推進条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市いじめを防止するためのまちづくり推進条例（平成２８年条例第７０号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 定めるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 子ども関連団体 放課後児童健全育成事業（児童福祉法（昭和２２年法律第 (5) 子ども関連団体 放課後児童健全育成事業（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の３第２項に規定する事業をいう。）の受託事業者、地域ス １６４号）第６条の３第２項に規定する事業をいう。）の受託事業者、地域ス

ポーツクラブ（スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１７条の２第１ ポーツクラブ（スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第２１条

項に規定する住民が主体的に運営するスポーツ団体をいう。）又はスポーツ教 に規定する住民が主体的に運営するスポーツ団体をいう。）又はスポーツ教

室（子どもの参加があるものに限る。）、学習塾その他の子どもが参加する活 室（子どもの参加があるものに限る。）、学習塾その他の子どもが参加する活

動に係る事業を行うものをいう。 動に係る事業を行うものをいう。

(6) ・(7) （略） (6) ・(7) （略）
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議案第２１５号参考資料

川口市立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立高等学校の授業料等に関する条例（平成２２年条例第２５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１（第２条―第４条関係） 別表第１（第２条―第４条関係）

授業料 授業料
課程 入学選考手数料 入学料 課程 入学選考手数料 入学料

市内通学者 市外通学者 市内通学者 市外通学者

全日制 （略） ７３，０００円 全日制 （略） ５，６５０円

（略） （略）
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議案第２１６号参考資料

川口市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立公民館設置及び管理条例（昭和４６年条例第１４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（施行期日）

１ （略） １ （略）

（川口市公民館設置及び管理条例等の廃止）

２ （略） ２ （略）

（供用の休止）

３ 川口市立朝日公民館、川口市立根岸公民館及び川口市立神根西公民館は、当分

の間、第２条の規定にかかわらず、供用を休止する。

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係）

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２１７号参考資料

川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例（平成１６年条例第１９号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係）

使用料 使用料

施設区分 午前９ 午前11 午後１ 午後３ 午後５ 午後７ 施設区分 午前９ 午前11 午後１ 午後３ 午後５ 午後７
時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午
前11時 後１時 後３時 後５時 後７時 後９時 前11時 後１時 後３時 後５時 後７時 後９時

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
小会議室 160 160 330 330 490 490 小会議室 110 110 220 220 330 330

日本間１号 240 240 490 490 730 730 日本間１号 160 160 330 330 490 490

日本間２号 240 240 490 490 730 730 日本間２号 160 160 330 330 490 490

日本間３号 240 240 490 490 730 730 日本間３号 160 160 330 330 490 490

日本間４号 240 240 490 490 730 730 日本間４号 160 160 330 330 490 490

講座室１号 330 330 660 660 990 990 講座室１号 220 220 440 440 660 660

講座室２号 400 400 820 820 1,230 1,230 講座室２号 270 270 550 550 820 820

講座室３号 190 190 400 400 600 600 講座室３号 140 140 270 270 410 410

講座室４号 190 190 400 400 600 600 講座室４号 140 140 270 270 410 410

講座室５号 190 190 400 400 600 600 講座室５号 140 140 270 270 410 410

特別会議室 240 240 490 490 730 730 特別会議室 160 160 330 330 490 490

料理実習室 330 330 660 660 990 990 料理実習室 220 220 440 440 660 660

視聴覚室 570 570 1,150 1,150 1,720 1,720 視聴覚室 380 380 770 770 1,100 1,100
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ホール１ 660 660 1,320 1,320 1,980 1,980 ホール１ 440 440 880 880 1,100 1,100

ホール２ 660 660 1,320 1,320 1,980 1,980 ホール２ 440 440 880 880 1,100 1,100
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議案第２１８号参考資料

川口市立生涯学習プラザ設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立生涯学習プラザ設置及び管理条例（平成３０年条例第８１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係）

使用料 使用料

施設区分 午前９ 午前11 午後１ 午後３ 午後５ 午後７ 施設区分 午前９ 午前11 午後１ 午後３ 午後５ 午後７
時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午
前11時 後１時 後３時 後５時 後７時 後９時 前11時 後１時 後３時 後５時 後７時 後９時

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ホール 490 490 990 990 1,480 1,480 ホール 330 330 660 660 990 990

日本間１号 240 240 490 490 730 730 日本間１号 160 160 330 330 490 490

日本間２号 190 190 400 400 600 600 日本間２号 140 140 270 270 410 410

講座室１号 240 240 490 490 730 730 講座室１号 160 160 330 330 490 490

講座室２号 240 240 490 490 730 730 講座室２号 160 160 330 330 490 490

講座室３号 160 160 330 330 490 490 講座室３号 110 110 220 220 330 330

料理実習室 330 330 660 660 990 990 料理実習室 220 220 440 440 660 660

ミーティング室 190 190 400 400 600 600 ミーティング室 140 140 270 270 410 410

音楽室 330 330 660 660 990 990 音楽室 220 220 440 440 660 660
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議案第２１９号参考資料

川口市立南平文化会館設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立南平文化会館設置及び管理条例（昭和５４年条例第３１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係）

１ ホールの使用料 １ ホールの使用料

時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日
９時～正 １時～５ ６時～９ 午前９時 ９時～正 １時～５ ６時～９ 午前９時
午 時 時３０分 ～午後９ 午 時 時３０分 ～午後９

利用区分 時３０分 利用区分 時３０分

入場 円 円 円 円 入場 円 円 円 円
料等 平日 10,720 21,400 26,800 53,100 料等 平日 7,150 14,300 17,900 35,700
を徴 を徴
収し 土曜・日曜・休日 14,000 27,800 34,900 69,200 収し 土曜・日曜・休日 9,350 18,500 23,300 46,500
ない ない
場合 場合

入場 平 入場料等が５００円 12,800 25,700 32,100 63,700 入場 平 入場料等が５００円 8,580 17,100 21,400 42,900
料等 日 以下のとき 料等 日 以下のとき
を徴 を徴
収す 入場料等が１，００ 16,100 32,100 40,400 79,800 収す 入場料等が１，００ 10,780 21,400 26,900 53,600
る場 ０円以下のとき る場 ０円以下のとき
合 合

入場料等が１，００ 21,400 42,900 53,600 106,100 入場料等が１，００ 14,300 28,600 35,700 71,500
０円を超えるとき ０円を超えるとき

土 入場料等が５００円 16,800 33,400 41,900 83,000 土 入場料等が５００円 11,200 22,300 27,900 55,700
曜 以下のとき 曜 以下のとき
・ ・
日 入場料等が１，００ 21,100 42,000 52,600 104,200 日 入場料等が１，００ 14,000 28,000 35,000 70,000
曜 ０円以下のとき 曜 ０円以下のとき
・ ・
休 入場料等が１，００ 27,800 55,700 69,700 138,100 休 入場料等が１，００ 18,500 37,100 46,500 92,900
日 ０円を超えるとき 日 ０円を超えるとき

-49-



２ 練習室・展示ホール等の使用料 ２ 練習室・展示ホール等の使用料

時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日
９時～正 １時～５ ６時～９ 午前９時 ９時～正 １時～５ ６時～９ 午前９時
午 時 時３０分 ～午後９ 午 時 時３０分 ～午後９

利用区分 時３０分 利用区分 時３０分

円 円 円 円 円 円 円 円
練習室１号 660 1,320 1,980 3,960 練習室１号 440 880 1,320 2,640

練習室（２号、３号）各室とも 490 990 1,320 2,800 練習室（２号、３号）各室とも 330 660 880 1,870

楽屋（１号、２号、３号、４号 490 490 490 1,480 楽屋（１号、２号、３号、４号 330 330 330 990
）各室とも ）各室とも

展示ホール １日につき 10,720円 展示ホール １日につき 7,150円

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２２０号参考資料

川口市立文化財センター設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立文化財センター設置及び管理条例（平成１８年条例第３０号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

（旧田中家住宅の供用の休止）

３ 旧田中家住宅は、当分の間、第２条の規定にかかわらず、供用を休止する。

別表第２（第１６条関係） 別表第２（第１６条関係）

（略） （略）

備考 備考

１ （略） １ （略）

２ 午前と午後にわたって利用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。

３ （略） ２ （略）
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議案第２２１号参考資料

川口市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立図書館設置及び管理条例（昭和５３年条例第３６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 図書館に分室を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

川口市立中央図書館芝園分室 川口市芝園町３番１７号

（委任） （委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委 第８条 この条例の施行 に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。 員会規則で定める。
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議案第２２２号参考資料

川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例（平成１７年条例第７５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用の手続） （利用の手続）

第９条 プレゼンテーションスタジオ等を利用しようとするものは、指定管理者の 第９条 プレゼンテーションスタジオ等を利用しようとする者は 、指定管理者の

許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様 許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様

とする。 とする。

２ （略） ２ （略）

別表（第１６条関係） 別表（第１６条関係）

１ 平日における利用料金 １ 平日における利用料金

午前１０時 午後１時～ 午後３時３ 午後６時～ 午前１０時 午後１時～ 午後３時３ 午後６時～

区分
３０分～午 午後３時 ０分～午後 午後９時

区分
３０分～午 午後３時 ０分～午後 午後９時

後０時３０ ５時３０分 後０時３０ ５時３０分
分 分

プレゼンテーションス 円 円 円 円 プレゼンテーションス 円 円 円 円
タジオ １，５７０ ３，１４０ ３，１４０ ４，７１０ タジオ １，０４０ ２，０９０ ２，０９０ ３，１４０

コミュニケーションス １，１７０ ２，３５０ ２，３５０ ３，９２０ コミュニケーションス ７８０ １，５７０ １，５７０ ２，６１０
タジオ タジオ

ミーティングルームＡ ７８０ １，５７０ １，５７０ ３，１４０ ミーティングルームＡ ５２０ １，０４０ １，０４０ ２，０９０

ミーティングルームＢ ７８０ １，５７０ １，５７０ ３，１４０ ミーティングルームＢ ５２０ １，０４０ １，０４０ ２，０９０

多目的スタジオＡ ５４０ １，０８０ １，０８０ ２，１９０ 多目的スタジオＡ ３６０ ７２０ ７２０ １，４６０

多目的スタジオＢ ３３０ ６４０ ６４０ １，０８０ 多目的スタジオＢ ２２０ ４２０ ４２０ ７２０

２ 休日等における利用料金 ２ 休日等における利用料金
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区分 午前９時３０ 午後０時３０ 午後３時３０ 区分 午前９時３０ 午後０時３０ 午後３時３０
分～午後０時 分～午後３時 分～午後６時 分～午後０時 分～午後３時 分～午後６時

プレゼンテーションス 円 円 円 プレゼンテーションス 円 円 円
タジオ ３，１４０ ４，７１０ ４，７１０ タジオ ２，０９０ ３，１４０ ３，１４０

コミュニケーションス ２，３５０ ３，１４０ ３，９２０ コミュニケーションス １，５７０ ２，０９０ ２，６１０
タジオ タジオ

ミーティングルームＡ １，５７０ ２，３５０ ３，１４０ ミーティングルームＡ １，０４０ １，５７０ ２，０９０

ミーティングルームＢ １，５７０ ２，３５０ ３，１４０ ミーティングルームＢ １，０４０ １，５７０ ２，０９０

多目的スタジオＡ １，０８０ １，６４０ ２，１９０ 多目的スタジオＡ ７２０ １，０９０ １，４６０

多目的スタジオＢ ５４０ １，０８０ １，６４０ 多目的スタジオＢ ３６０ ７２０ １，０９０
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議案第２２３号参考資料

川口市立科学館設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立科学館設置及び管理条例（平成１４年条例第５６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係）

入場料 年間入場券 入場料 年間入場券
利用区分 利用区分

個 人 団体（２０人以上） 個 人 個 人 団体（２０人以上） 個 人

一 般 ３００円 １人につき ２４０円 １，２００円 一 般 ２１０円 １人につき １６０円 ８３０円

中 学 生 １５０円 １人につき １２０円 ６００円 中 学 生 １００円 １人につき ８０円 ４１０円
小 学 生 小 学 生

備考 （略） 備考 （略）

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係）

観覧料 年間観覧券 観覧料 年間観覧券
利 用 区 分 利 用 区 分

個 人 団体（２０人以上） 個 人 個 人 団体（２０人以上） 個 人

一 般 ５００円 １人につき ４００円 ２，０００円 一 般 ４１０円 １人につき ３３０円 １，６７０円

中 学 生 ２５０円 １人につき ２００円 １，０００円 中 学 生 ２１０円 １人につき １６０円 ８３０円
小 学 生 小 学 生
小学校就学前の者 小学校就学前の者

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２２４号参考資料

川口市立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立体育施設設置及び管理条例（昭和４３年条例第２２号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第３（第１５条関係） 別表第３（第１５条関係）

１ 運動施設 １ 運動施設

（略） （略）

備考 備考

１～４ （略） １～４ （略）

５ トレーニングルームにおいて、回数券により利用する場合の使用料は１ ５ トレーニングルームにおいて、回数券により利用する場合の使用料は１

２枚につき一般４，９００円、生徒１，６００円とし、定期券により利用 ２枚につき一般３，３００円、生徒１，６００円とし、定期券により利用

する場合の使用料は１月につき一般４，９００円、生徒１，６００円とす する場合の使用料は１月につき一般３，３００円、生徒１，６００円とす

る。 る。

６ （略） ６ （略）

２ 附帯施設 ２ 附帯施設

種別 単位 金額 種別 単位 金額

（略） （略）

集会室 ２時間につき ３３０ 集会室 ２時間につき ２２０

浴室 〃 ８２０ 浴室 〃 ５５０

健康浴室（東スポーツセンタ 個人 一般 １回につき ３３０ 健康浴室（東スポーツセンタ 個人 一般 １回につき ２２０
ー及び西スポーツセンターの ー及び西スポーツセンターの
運動施設利用者に限る。） （略） 運動施設利用者に限る。） （略）

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２２５号参考資料

川口市産業労働施設設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市産業労働施設設置及び管理条例（平成３０年条例第８２号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係）

時間区分 午前９ 午前１ 午後１ 午後３ 午後５ 午後７ 時間区分 午前９ 午前１ 午後１ 午後３ 午後５ 午後７
時～午 １時～ 時～午 時～午 時～午 時～午 時～午 １時～ 時～午 時～午 時～午 時～午
前１１ 午後１ 後３時 後５時 後７時 後９時 前１１ 午後１ 後３時 後５時 後７時 後９時

利用区分 時 時 利用区分 時 時

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
会議室１ ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０ 会議室１ １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室２ ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０ 会議室２ １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室３ １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０ 会議室３ １１０ １１０ ２２０ ２２０ ３３０ ３３０
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議案第２２６号参考資料

川口緑化センター設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口緑化センター設置及び管理条例（平成８年条例第１７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第１６条関係） 別表（第１６条関係）

時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日
９時～正午 １時～５時 ６時～１０時 午前９時～午後 ９時～正午 １時～５時 ６時～１０時 午前９時～午後

利用区分 １０時 利用区分 １０時

円 円 円 円 円 円 円 円
会議室１ １，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０ 会議室１ １，３２０ １，７６０ １，７６０ ４，１１０

会議室２ １，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０ 会議室２ １，３２０ １，７６０ １，７６０ ４，１１０

会議室３ ２，９７０ ３，９６０ ３，９６０ ９，２５０ 会議室３ １，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０

会議室１及び２ ３，９６０ ５，２８０ ５，２８０ １２，３００ 会議室１及び２ ２，６４０ ３，５２０ ３，５２０ ８，２２０

会議室２及び３ ４，９５０ ６，６００ ６，６００ １５，４００ 会議室２及び３ ３，３００ ４，４００ ４，４００ １０，２８０

会議室１、２及 ６，９３０ ９，２４０ ９，２４０ ２１，５００ 会議室１、２及 ４，６２０ ６，１６０ ６，１６０ １４，３００
び３ び３

会議室４ ３，４６０ ４，６２０ ４，６２０ １０，７９０ 会議室４ ２，３１０ ３，０８０ ３，０８０ ７，１９０

日本間 １，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０ 日本間 １，３２０ １，７６０ １，７６０ ４，１１０

広場 ― ― ― ３３，０００ 広場 ― ― ― ２２，０００

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２２８号参考資料

川口市川口駅東口公共広場設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市川口駅東口公共広場設置及び管理条例（平成１８年条例第３９号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置 名 称 位 置

川口市川口駅東口公共広場 川口市川口１丁目７０１番１ 川口市川口駅東口公共広場 川口市川口１丁目７０１番地

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

時間区分 午前（午前９ 午後（午後１ 夜間（午後６ 延長利用（１ 時間区分 午前（午前９ 午後（午後１ 夜間（午後６ 延長利用（１
時～正午） 時～午後５時 時～午後９時 時間につき） 時～正午） 時～午後５時 時～午後９時 時間につき）

利用区分 ） ） 利用区分 ） ）

円 円 円 円 円 円 円 円
平 日 １９，１００ ２５，４００ １９，１００ ６，３６０ 平 日 １４，３００ １９，１００ １４，３００ ４，７７０

休日等 ２２，９００ ３０，５００ ２２，９００ ７，６４０ 休日等 １７，１００ ２２，９００ １７，１００ ５，７２０

備考 （略） 備考 （略）
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議案第２２９号参考資料

川口市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４１年条例第２７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（消防署の名称、位置及び管轄区域） （消防署の名称、位置及び管轄区域）

第４条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 第４条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名 称 位 置 管 轄 区 域 名 称 位 置 管 轄 区 域

川口市南 川口市西川口 （略） 川口市南 川口市本町２ （略）
消防署 ３丁目１８番 消防署 丁目４番３９

１号 号

（略） （略）

-60-


